
平成 ２９ 年度 監察 基本 計画  

 
１． 監察 の目 的  

監察 は、 事務 の合 理的 運営 、官 紀の 保持 、優 良な 団体 又は 職員 の推

賞及 び不 正行 為の 防止 に関 し、 所管 行政 の改 善向 上に 資す るこ と を 目

的と して 行っ てい ると ころ であ るが 、平 成２ ９年 度に おい ては 、 昨 今

の所 管行 政を 取り 巻く 状況 にか んが み 、 以下 の観 点に 立っ て、 定期 監

察及 び特 別監 察を 実施 する もの とす る。  
 
(1）定期 監察  

  定期 監察 は、 監察 の 目 的を 踏ま え、 関係 部局 等に 共通 の重 要課 題に

つい て実 施す るも のと し 、 平成 ２９ 年度 にお いて は、 以下 の 取 組に つ

いて 実施 する 。  
 

1 )  女 性 職 員 活 躍 とワークライフバランスの推 進 に関 する取 組  

国家 公務 員に つい ては 、全 府省 の事 務次 官級 で構 成す る「 女性 職員

活 躍 ・ワ ー ク ラ イ フ バ ラン ス 推 進 協 議 会 」 に お い て、「 働 き方 改 革」、

「育 児・介 護等 と 両立 して 活躍 でき るた めの 改革」及 び「女 性の 活躍

推進 のた めの 改革 」と いう ３ つ の改 革を 柱と した「国 家公 務員 の女 性

活躍 とワ ーク ライ フバ ラン ス推 進の ため の取 組指 針（ 平成 ２６ 年１ ０

月 １ ７ 日 ）」が 決 定 さ れ た 。 国 土 交 通 省 は 、同 指 針 を 踏 ま え 、 省 を 挙

げ た 取 組を 強 力 か つ 継 続 的に 推 進 す る た め、「 女性 職 員 活 躍 とワ ー ク

ライ フバ ラン スの 推進 のた めの 国土 交通 省取 組計 画（ 平成 ２７ 年１ 月

２ ９ 日）」 を策 定 し 、 こ れに 基 づ い て 総 合 的か つ 計 画 的 な 取 組を 進 め

てい る。  
この 取組 をよ り強 力か つ継 続的 に推 進す る た めに は、 女性 職員 活

躍と ワー クラ イフ バラ ンス の推 進に 関す る取 組状 況 を 確認 した 上、

不十 分な 事例 があ れば 直ち に改 善し 、優 良な 事例 があ れば 組織 全体

で速 やか に共 有す るこ とが 重要 であ る。  
以上 から 、女 性職 員活 躍と ワー クラ イフ バラ ンス の推 進に 関す る

取組 につ いて 、監 察を 実施 する 。  

 
2 )  コンプライアンスの徹 底 に関 する取 組  

コン プラ イア ンス の 徹 底 に 関す る取 組に つい ては 、不 祥事 が発 生す

る度 、組 織全 体で 累次 、強 化す るな どし て 再 発防 止に 向け て推 進 し て

いた とこ ろで ある が、今 般、中部 地 方整 備局 の発 注工 事に 関し、複数

の職 員が 機密 情報 を漏 えい する など して 収賄 等の 容疑 で逮 捕・起訴 さ

れ、国土 交通 省 に 対す る国 民の 信頼 は再 び大 きく 損な われ る 結 果と な

った 。  
この よう な 状 況下 で国 民の 信頼 を回 復す るた め に は、その 前提 とし

て、中部 地方 整備 局 を 含め た 組 織全 体に おい て、コン プラ イア ンス 意

識の 高揚 が十 分に 図ら れ、機密 情報 管理 が徹 底さ れて いる か な どの コ



ンプ ライ アン スの 徹底 状況 につ いて 、特 別監 察に おけ る監 察項 目等 を

参照 しつ つ、 改め て検 証す るこ とが 必要 不可 欠で ある 。  
以上 から 、コ ンプ ライ アン スの 徹底 に関 する 取組 につ いて 、監 察

を実 施す る。  
 

  3 )  災 害 応 急 対 策 の実 施 体 制 に関 する取 組  

国土 交通 省 で は、災害 発生 時の 対応 に関 し、災害 対策 基本 法 に 基づ

き、防 災に 関し て とる べき 措置 等を 定め た「国 土交 通 省防 災業 務計 画」

を作 成し 、様 々な 災害 に対 する 予防 、応 急対 策、復旧・復興の それ ぞ

れの 段階 にお ける 諸施 策を 具体 的に 定め 、常 日頃 から 、災 害へ の対 応

体制 の整 備等、必 要な 措置 を講 じて いる。特に 、平 成 ２０ 年４ 月に は

「緊 急災 害対 策派 遣隊（ TEC-FORCE）」が創 設さ れ、大 規模 自然 災害 が

発生 し、又は 発生 する おそ れが ある 場合 にお いて 、被 災地 方公 共団 体

等に 対し て円 滑か つ迅 速に 災害 対応 の支 援を 実施 して おり 、今 日（ 平

成２ ８年 １０ 月２ ４日 時点 ）ま で、東日 本大 震災 をは じめ ６４ の災 害

に 対 し 、延 べ ５ 万 人 ･日 を 超 える 派 遣 隊 員 によ る 被 災 地 支 援 を実 施 し

てき てい るな ど、地方 支分 部局 等 に 期待 され る役 割は ます ます 大き く

なっ てき てい る。  

この よう な中 、災 害発 生時 に円 滑か つ的 確に 災害 対応 を 実 施す るた

めに は、 事前 準備 や 後 方支 援体 制の 整備 等が 重要 とな る。  

以上 から、災害 応 急対 策の 実施 体制 に関 する 取組 につ いて、監察 を

実施 する 。  

 
(2) 特別 監察  

  特別 監察 は、 所管 行政 に関 する 事務 につ いて 、合 理的 運営 の改 善方

策に 重点 を置 き、 本計 画に 従い 、又 は、 大臣 の指 示に 基づ き 、 状況 に

応じ て機 動的 に実 施す るも のと し、 平成 ２９ 年度 にお いて は、 前年 度

に引 き続 き、 入札 契約 事務 その 他 の 業務 の適 正な 執行 等を 確保 する た

め、 必要 に応 じて 実施 する 。  
 
 
２． 監察 事項 、対 象機 関及 び実 施期 間  

 
(1) 監察 事項  

 

 1) 定期監 察  

     ○  女性 職員 活躍 とワ ーク ライ フバ ラン スの 推進 に関 する 取組  
○  コン プラ イア ンス の 徹 底に 関す る取 組  
○  災害 応急 対策 の実 施体 制 に 関す る取 組  
 

 2) 特別監 察  

○  入札 契約 事務 その 他 の 業務 の適 正な 執行 等を 確保 する ため に必



要な 事項  
 

(2) 対象 機関  

 

  1) 定期監 察  

   北 陸、 近畿 、四 国及 び 九 州の 各地 方整 備局  
   北 海道 開発 局  
   北 陸信 越、 中部 、近 畿 及 び九 州の 各地 方運 輸局  

国土 技術 政策 総合 研究 所  
 

2) 特別 監察  

入 札 契 約 事 務 そ の 他 の 業 務 の 適 正 な 執 行 等 を 確 保 す る た め に 特 別

監察 を実 施す る 必 要の ある 機関  
 

(3) 実施 期間  

 

1) 定期 監察  

第１ ～３ 四半 期  
 

  2) 特別監 察  

年度 内に おい て随 時実 施  
 
 
３． その 他  

    本基 本計 画策 定後 、所 管行 政の 改善 向上 に資 する ため 、 所 要の 監察

を行 う必 要が 生じ たと きは 、適 宜 、 上記 監察 事項 以外 の事 項や 上記 対

象機 関以 外の 機関 につ いて 、監 察を 実施 する もの とす る。  
    「高 知県 内に おけ る入 札談 合事 案に 関す る調 査報 告書 」（平 成 ２ ５年

３ 月） を 踏 まえ た 再 発防 止 策 の実 効 性 の検 証 を 行う 観 点 で特 別 監 察 を

実 施し た 場 合は 、 そ の実 施 状 況に つ い て、 公 正 入札 調 査 会議 に 報 告す

るも のと する 。  
     

以上  
 
 
 


